
政策金融改革に関する緊急意見 

 
４月２０日、「行政改革推進法案」が衆議院で可決され、参議院で引き続き審議さ

れている。同法案において、「公営企業金融公庫は、平成２０年度において、廃止す

るものとし、地方公共団体のための資金調達を公営企業金融公庫により行う仕組みは、

資本市場からの資金調達その他金融取引を活用して行う仕組みに移行させるものと

する。」、「移行後の仕組みのために必要な財政基盤を確保するための措置を講ずるも

のとする。」等とされている。 
これまで、公営企業金融公庫は、市民生活に欠かせない公共施設の整備等を行う地

方公共団体のため、民間では供給困難な長期・低利の資金の安定供給を通じて、公共

料金の抑制や地方財政の負担軽減に大きく寄与してきた。また、公営競技納付金制度

を通じた公営競技の収益が、貸付利率の引き下げに大いに貢献してきたところである。 
指定都市においても、行財政の効率化や資金調達の多様化などに格段の努力を払っ

ているところではあるが、地域の中核都市として、地域経済の活性化や市民生活の向

上のために、引き続き地下鉄や上・下水道の都市基盤整備・更新などが求められてい

るところであり、今後も大都市の財政需要は多額になると見込まれることから、長

期・低利の資金供給を確保するための機能は引き続き必要である。 
また、一部には公庫の廃止に伴って公庫引当金を国庫に帰属させるとの意見もある

が、公庫引当金は地方が負担した地方の共有財産である。 
したがって、国は、これらを踏まえ地方公共団体の意見を積極的に取り入れ、以下

の内容を実現するよう強く要請する。 
 

記 
 
１ 市民生活に不可欠な公共施設整備を円滑に実施できるよう、長期・低利の資金を

安定的に供給できる機能を、引き続き確保すること。 
 
２ 長期・低利の資金を安定的に調達可能とするため、債券借換損失引当金、公営企

業健全化基金等、現在の公営企業金融公庫の財政基盤について、新たな組織へ確実

に承継させ、地方へ新たな負担を求めることがないようにすること。 
 
３ 新たな組織においては、大都市の抱える都市基盤整備に要した借入れについて、

低金利での借換が積極的に行われる仕組みを構築すること。 
 
４ 新たに設立する組織は、地方公共団体により構成される公法人等とし、そのため

の新たな法的な枠組みを構築すること。 
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